
指導基準（施設編）目次 ［幼保連携型認定こども園関係］
Ⅰ  施設運営

１　定員及び学級編成 Ⅱ  就業規則等の整備及び運用
２　職員の配置基準 児童福祉施設関係に同じ
３　施設及び設備の基準 

４　掲示 Ⅲ  職員処遇
５　設備等の衛生、安全 児童福祉施設関係に同じ
６　防犯対策

７　運営に関する規程 Ⅳ　児童養護施設利用者関係
８　秘密保持 児童福祉施設関係に掲載
９　苦情への対応 

１０ 防火管理 Ⅴ　保育所利用者関係
１１ 施設の安全衛生 児童福祉施設関係に掲載
１２ 職員の知識及び技能の向上等

Ⅵ　幼保連携型認定こども園利用者関係
１　教育及び保育を行う期間及び時間

２　教育及び保育の計画

３　子どもの健康支援

４　食育の推進

５　適切な給食の提供

６　調理業務の委託

７　保護者に対する支援

８　園児を平等に取り扱う原則

９　運営の状況に関する評価



観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

Ⅰ認定こども園・施設運営

１　定員及び学級編成

1 定員を遵守しているか。

　利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行っていない
か。

子ども・子育て支援法第３４条第５
項
児童福祉法第２４条第５項、第６項
※各市町村の条例

・利用定員を守り、特定教育・保育の提供を行っていない。 Ａ 入所定員の管理に改善が必要
な点がありました。

2 　１学級の園児数は、３５人以下を原則としているか。 幼保連携型認定こども園の学級の編
成、職員、設備及び運営に関する基
準を定める条例（以下、「条例」と
いう。）第７条第２項

・満３歳以上の園児について、１学級の人数が原則として35人以
下になっていない。

・学級編成は原則として、学年の初めの日の前日において同じ年
齢にある園児になっていない。

Ａ

Ａ

入所定員の管理に改善が必要
な点がありました。

入所定員の管理に改善が必要
な点がありました。

２　職員の配置基準

（１）職員数 

3  各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又
は保育教諭（以下「保育教諭等」という。）を１人以上置い
ているか。

条例第８条第１項、第２項 ・各学級に１人以上の専任の保育教諭等〔主幹保育教諭、指導保
育教諭又は保育教諭）を配置していない。

Ａ 職員の配置が不足している点
がありました。

4 　教育及び保育（満３歳未満の園児については、保育。以下
同じ。）に直接従事する職員の配置基準を満たしているか。
ただし、当該職員の数は、常時２人を下ってはならない。
 園児の区分　　　　　　　　　　員数
（1）満１歳未満の園児
     　         　　　おおむね３人につき１人
（2）満１歳以上満３歳未満の園児
　　　　　　　　　　　おおむね６人につき１人
（3）満３歳以上満４歳未満の園児
　　　　　　　　　　　おおむね20人につき１人
（4）満４歳以上の園児
            　  　　　おおむね30人につき１人

条例第８条
第３項
附則８

・基準に定められた職員を配置していない。 Ａ 職員の配置が不足している点
がありました。

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

5  上記３及び４のほか、施設に必要な職員の配置に努めている
こと。

・保育教諭が複数配置されていない時間帯がある。 Ａ 職員の配置が不足している点
がありました。

（１）副園長又は教頭
（２）主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

条例第８条
第６項

6  学校医、学校歯科医、学校薬剤師を配置しているか。 学校保健安全法第２３条 ・学校医、学校歯科医、学校薬剤師を配置していない。 Ａ 学校医、学校歯科医、学校薬
剤師を配置していません。

7  調理員を配置しているか。 ・調理員を配置していない。 Ａ 調理員を配置していません。

 ただし、調理業務の全部を委託している場合は、調理員を置
かないことができる。

条例第８条第５項 （調理業務の全部を委託している場合は調理員を置かないことが
できる）

(２）職員の資格

8 　園長は、必要な資格を有しているか。 就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法
律（以下、「法」という）施行規則
第１２条、第１３条
教職員免許法第４条第２項
児童福祉法第１８条の１８第１項

・園長が兼務であり、管理運営体制がとれず業務に支障がある。

・園長が資格要件を満たしていない。

・園長が欠員となっている。

・園長の変更届けを提出していない。

Ａ

Ａ

Ａ

施設の管理運営体制に改善す
べき点がありました。

園長の資格要件が満たされて
いませんでした。

園長が未配置でした。

9  副園長及び教頭は必要な資格を有しているか。 法施行規則第１４条 ・副園長及び教頭が資格要件を満たしていない。 Ａ 資格要件が満たされていない
職員がいました。

備考1　上記に定める員数は、副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下備考1
において同じ。）を有し、かつ、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の18第1項（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第12条の４第８項において準
用する場合を含む）の登録（以下備考１において「登録」という。）を受けたものに限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であっ
て、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。
備考2　上記に定める員数は、園児の区分ごとに掲げる園児数に応じ定める数を合算した数とする。
備考3　上記の（1）及び（2）に係る員数が学級数を下まわるときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。
備考4　園長が専任でない場合は、原則として上記に定める員数を１人増加するものとする。

（幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例）
条例附則８　園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第８条第３項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する
職員（以下「職員」という。）の数が１人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち１人は、同項の表備考１の規定にかかわら
ず、知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

取扱基準第23条　条例附則第８項及び第10 項に規定する「知事が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）第６条の３第１項第９号に規定する家庭的保育者
(2) 知事又は市町村長が実施する子育て支援員研修のうち地域保育コースの地域型保育を修了した者
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

10  主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師（保育教諭
に準ずる職務に従事するものに限る。）は、必要な資格を有
しているか。

法第１５条第１項、附則第５条第１
項
教育職員免許法第４条第２項
児童福祉法第１８条の１８第１項
※国家戦略特区の地域限定も含む。

・資格を要する職種に資格要件を満たす職員を配置していない Ａ 資格要件が満たされていない
職員がいました。

11  主幹養護教諭及び養護教諭は、必要な資格を有しているか。 法第１５条第２項
教育職員免許法第４条第２項

・主幹養護教諭及び養護教諭が資格要件を満たしていない。 Ａ 資格要件が満たされていない
職員がいました。

12  主幹栄養教諭及び栄養教諭は、必要な資格を有しているか。 法第１５条第３項
教育職員免許法第４条第２項

・主幹栄養教諭及び栄養教諭が資格要件を満たしていない。 Ａ 資格要件が満たされていない
職員がいました。

13  助保育教諭及び講師（助保育教諭に準ずる職務に従事するも
のに限る。）は、必要な資格を有しているか。

法第１５条第４項、附則第５条第２
項
教育職員免許法第４条第４項
※国家戦略特区の地域限定も含む。

・助産保育教諭及び講師（助保育教諭に準ずる職務に従事するも
のに限る。）が資格要件を満たしていない。

Ａ 資格要件が満たされていない
職員がいました。

14 　養護助教諭は、必要な資格を有しているか。 法第１５条第５項
教育職員免許法第４条第２項

・養護助教諭が資格要件を満たしていない。 Ａ 資格要件が満たされいない職
員がいました。

３　施設及び設備の基準 

15 　法令等に定められている施設及び設備等の基準を満たして
いるか。

条例第１０条、第１１条、第１２条 ・法令等に定められている施設及び設備を設けていない。

・保育室の数は学級を下まわらない数を設けていない。

Ａ

Ａ

施設設備について基準に満た
さない部分がありまし
た。

施設設備について基準に満た
さない部分がありました。

４　掲示 

16  建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携
型認定こども園である旨を掲示しているか。

条例第２４条 ・建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型
認定こども園である旨を掲示していない。

Ａ 幼保連携型認定こども園であ
る旨を掲示していません。

５　設備等の衛生、安全

17  学校保健安全法第５条の環境衛生検査を、毎学年定期に同法
第６条に規定する学校環境衛生基準に基づき実施している
か。

法第２７条
学校保健安全法第６条

・学校保健安全法第５条の環境衛生検査を、毎学年定期に同法第
６条に規定する学校環境衛生基準に基づき実施していない。

Ａ 環境衛生検査を、学校環境衛
生基準に基づき実施していま
せん。

６　防犯対策

18 　防犯対策を適切に講じているか。 教育・保育要領第１章第３の５
（２）イ（イ）

・外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の
事態に備え必要な対応が図られていない。

Ｂ
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

７　運営に関する規程

19  幼保連携型認定こども園の運営に関する規程（園則）を整備
し、必要な事項が記載されているか。

法施行規則第１５条、第１６条 ・幼保連携型認定こども園の運営に関する規定（園則）を整備し
てください。

・規定（園則）の内容が実態と相違しているので改善してくださ
い。

Ａ

Ｂ

規定（園則）を整備してくだ
さい。

８　秘密保持

20  正当な理由なく、業務上知り得た園児又はその家族の秘密を
漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

条例第２５条 ・業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らすことがないよ
う、必要な措置を講じていない。（個人情報の守秘義務について
職員に周知していない）

Ｂ

９　苦情への対応 

21  苦情解決のための要綱等を整備し、苦情受付窓口を設置する
など必要な措置を講じているか。

条例第２６条 ・苦情解決のための手続き等を明確にするとともに第三者委員を
設置するなど、苦情解決体制を整備していない。

Ａ 第三者委員が選任されていま
せんでした。

１０ 防火管理 

22 　「指導基準（施設編　Ⅰ施設運営）４防火管理」と同じ
（ただし、消火及び避難訓練は除く）

避難・消火・通報訓練を法令・通達で定められている回数実
施しているか。

消防法第8条第1項
消防法施行令第3条の2

・避難訓練及び（又は）消火訓練の未実施がある。 Ａ 避難（消火）訓練の回数が不
足していました。

１１ 施設の安全衛生 

23 　「指導基準（施設編　Ⅰ施設運営）３施設の安全衛生」と
同じ。

１２ 職員の知識及び技能の向上等

24  職員は、必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に質の向
上に努めているか。

条例第１８条 ・事故等の発生が職員の資質不足と認められる場合

・単に研修を実施していない場合

Ｂ

Ｃ
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

Ⅱ　認定こども園・就業規則等の整備及び運用

25 　「指導基準（施設編　Ⅱ　就業規則等の整備及び運用）と
同じ。

Ⅲ　認定こども園・職員処遇

26 　「指導基準（施設編　Ⅲ　職員処遇）と同じ。

Ⅵ　認定こども園・利用者関係－適切な利用者処遇の確保

１　教育及び保育を行う期間及び時間

1  教育及び保育を行う期間及び時間は要件を満たしているか。

(ア）毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、
39週を下ってはならないこと。

条例第15条 ・毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下
まわらない。

Ａ 教育週数が、39週を下まわっ
ています。

(イ) 教育に係る標準的な 1日当たりの時間は、 4時間とし、
園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

・教育に係る標準的な１日当たりの時間は４時間とし、園児の心
身の発達の程度、季節等に適切に配慮していない。

Ａ 教育に係る時間の設定等に改
善が必要な点がありました。

(ウ) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及
び保育の時間（満３歳以上の保育を必要とする子どもに該当
する園児については、教育時間を含む。）は 1日 8時間を原
則とすること。なお、時間については、園児の保護者の労働
時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるも
のとすること。

・保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮して保育時間を定め
ていない。

Ａ 保育時間（開設日）の設定等
に、改善が必要な点がありま
した。
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

２　教育及び保育の計画

（１）全体的な計画

2  教育及び保育の全体的な計画を作成しているか。 ・教育及び保育の全体的な計画を作成していない。 Ａ 教育及び保育の全体的な計画
が未作成でした。

(ア) 教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫を生か
すこと。

(イ）園児の心身の発達、園の実態、家庭及び地域の実態を考
慮し、作成していること。

(ウ) ねらいと内容を組織していること。（園児の発達の各時
期にふさわしい生活が展開されるように適切なねらいと内容
を設定する。）

(エ) 乳幼児期の発達の特性を踏まえていること。

(オ）入園から修了に至るまでの長期的な視野を持っているこ
と。

幼保連携型認定こども園
教育・保育要領解説第 1章 第2節

・教育及び保育の全体的な計画が不十分である。

・一体的に提供するための、創意工夫をしていない。
・園児の心身の発達、園の実態、家庭及び地域の実態を考慮し、
作成していない。
・ねらいと内容を組織していない。(園児の発達の各時期にふさわ
しい生活が展開されるように適切なねらいと内容を設定していな
い）
・乳児期の発達の特性をふまえていない。
・入園から修了に至るまでの長期的な視野を持っていない。

Ｂ
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

（２）指導計画指導計画の作成

3 　指導計画を作成しているか。

（ア）具体的なねらい及び内容は、幼保連携型認定こども園
の生活における園児の発達の過程を見通し、園児の生活の連
続性，季節の変化などを考慮して、園児の興味や関心、発達
の実情などに応じて設定すること。

（イ）環境は、具体的なねらいを達成するために適切なもの
となるように構成し、園児が自らその環境にかかわることに
より様々な活動を展開しつつ必要な体験を得られるようにす
ること。その際、園児の生活する姿や発想を大切にし、常に
その環境が適切なものとなるようにすること。

（ウ）園児の行う具体的な活動は、生活の流れの中で様々に
変化するものであることに留意し、園児が望ましい方向に向
かって自ら活動を展開していくことができるよう必要な援助
をすること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章、第２節-１

・指導計画を作成していない。

・指導計画の内容が不十分である。

Ａ

Ｂ

指導計画が未作成でした。

（エ）活動がそれぞれの時期にふさわしく展開されるように
すること。また、園児の入園当初の教育及び保育に当たっ
ては，既に在園している園児に不安や動揺を与えないように
しつつ、可能な限り個別的に対応し、園児が安定感を得て、
次第に幼保連携型認定こども園の生活になじんでいくよう配
慮すること。

（オ）園児が様々な人やものとのかかわりを通して、多様な
体験をし、心身の調和のとれた発達を促すようにしていくこ
と。その際、心が動かされる体験が次の活動を生み出すこと
を考慮し、一つ一つの体験が相互に結び付き、幼保連携型認
定こども園の生活が充実するようにすること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章、第２節-２

・入園から修了までの生活が園児の発達をふまえ、それぞれの時
期ふさわしく展開しており、可能な限り個別的に対応し、園の生
活になじんでいくよう配慮していない。

・園児が様々な人やものとのかかわりを通して、多様な体験し、
心身の調和のとれた発達を促し、幼保連携型認定こども園の生活
が充実するように配慮していない。

（カ）長期的に発達を見通した年、学期、月などにわたる長
期の指導計画やこれとの関連を保ちながらより具体的な園児
の生活に即した週、日などの短期の指導計画を作成し、適切
な指導が行われるようにすること。

(キ)　園児の行う活動は、個人、グループ、学級全体などで
多様に展開されるものであるが、幼保連携型認定こども園全
体の職員による協力体制をつくりながら、園児一人一人が興
味や欲求を十分に満足させるような適切な援助を行うように
すること。

・長期の指導計画との関連を保ちながら短期の指導計画を作成
し、適切な指導が行われるように配慮していない。

・長期の指導計画と短期の指導計画を作成していない。
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

4 　常に指導計画の改善を図っているか。

　園児の実態及び園児を取り巻く状況の変化などに即して指
導の過程についての反省や評価を適切に行い、常に指導計画
の改善を図ること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第１－１

・評価、反省を適切に行わず、改善を図っていない。 Ｂ

（３）指導計画の作成に当たって、特に留意すべき事項

ア 発達過程に応じた教育及び保育

5   指導計画は、園児の発達の連続性を考慮した教育及び保育
を展開しているか

・園児の発達の連続性を考慮した教育及び保育の指導計画を作成
していない。

Ａ 指導計画の作成に留意すべき
点がありました。

 (ア) 満３歳未満の園児については、園児一人一人の生育
歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作
成していること。

（イ）満３歳以上の園児については、個の成長と園児相互の
関係や協同的な活動が促されるよう配慮していること。

（ウ）異年齢で構成されるグループ等での指導に当たって
は、園児一人一人の生活や経験、発達の過程などを把握し、
適切な指導や環境の構成ができるよう配慮していること。

  

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第３節－２

・満３歳未満の園児について個別的な計画を作成していない。

・満３歳以上の園児の指導計画について個の成長と園児相互の関
係や協同的な活動が促されるよう配慮した指導計画を作成してい
ない。

・異年齢で構成されるグループ等での指導に当たっての配慮がさ
れていない。

Ａ

Ａ

Ｂ

指導計画の作成に留意すべき
点がありました。

イ 反省・評価と指導計画の改善

　その際、園児の実態及び園児を取り巻く状況の変化などに
即して指導の過程についての反省や評価を適切に行い、常に
指導計画の改善を図ること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第２節－1－（4）

・指導の過程についての反省や評価を適切に行い、常に指導計画
の改善を図っていない。

Ｂ
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

ウ 一日の生活のリズムへの配慮

6   一日の生活のリズムや在園時間が異なる園児が共にすごす
ことを踏まえ、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図る
とともに、園児に不安や動揺を与えないようにする等の配慮
を行っているか。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第３節－３

・１日の生活リズムへの配慮がされていない。 Ｂ

(ア） 幼保連携型認定こども園では、在園時間が異なる園児
がともに過ごすことから園児を取り巻く人や物、場所といっ
た環境の変化が生まれる。こうしたことを踏まえ園児一人一
人の一日の生活のリズムを整えることが重要である。

(イ） 保育教諭は職員同士の連携を図りながら、園児一人一
人の園生活を見通した上で、園児の活動や休息、緊張感や解
放感等の調和を図っていく必要がある。

・一人一人の１日の生活のリズムを整える配慮がされていない。

・保育教諭は職員同士の連携を図り、一日の園生活を見通した配
慮をしていない。

(ウ） 午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安
心して眠ることのできる環境を確保するとともに在園時間が
異なることや、睡眠時間は園児の発達の状況や個人によって
差があることから、一律とならないよう配慮すること。

・午後は在園時間が異なる園児や園児の発達状況に個人差がある
ことから一律とならないように配慮していない。

7   長期にわたる保育については、園児の発達の過程、生活の
リズム及び心身の状態に十分配慮し、家庭との連携などを位
置づけて作成しているか。

・長時間にわたる保育については指導計画に位置付けていない。 Ｂ

○園児の発達の過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配
慮して、保育の内容や方法、職員の協力体制、家庭との連携
などを指導計画に位置付けていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第２－５

・職員の協力体制、家庭との連携などを、指導計画に位置づけて
いない。

Ｂ

エ 障害のある園児

8   障害のある園児の指導にあたっては、個々の園児の障害の
状況に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に
行っているか。

・障害のある園児の指導にあたっては個々の園児の障害の状況に
応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行っていな
い。

Ｂ

　障害のある園児の指導に当たっては、集団の中で生活する
ことを通して全体的な発達を促していくことに配慮し、障害
のある園児が他の園児との生活を通して共に成長できるよ
う、特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ、例えば
指導についての計画又は家庭や医療、福祉などの業務を行う
関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成すること
などにより、個々の園児の障害の状態などに応じた指導内容
や指導方法の工夫を計画的、組織的に行っていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第３節－６

・障害のある園児の指導計画は個別に作成し、職員の共通理解の
下にきめ細かな指導をしていない。

Ｂ
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9 　行事の指導

　行事の指導に当たっては、幼保連携型認定こども園の生活
の自然流れの中で生活に変化や潤いを与え、園児が主体的に
楽しく活動できるようにすること。なお、それぞれの行動に
ついては教育的及び保育的価値を十分検討し、適切なものを
精選し、園児の負担にならないようにすること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第第３章第３節-９

・行事の指導に当たっては、適切なものを精選し、園児の負担に
ならないように配慮しているか。

Ｂ

オ 小学校との連携

10 　小学校教育と円滑な接続を図っているか。 ・小学校との連携を図っていない。 Ｂ

(ア）園児の発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校
教育への円滑な連続に向けた教育及び保育の内容の工夫を図
るとともに、幼保連携型認定こども園の園児と小学校の児童
の交流の機会を設けたり、小学校の教師との意見交換や合同
の研究の機会を設けたりするなど、連携を通じた質の向上を
図っていること。

(イ）幼保連携型認定こども園においては、その教育及び保育
が、小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに
配慮し、乳幼児期にふさわしい生活を通して創造的な思考や
主体的な生活態度などの基礎を培うようにしていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第２節－７
幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第３節－10

・園児と小学校の児童との交流の機会を設けたり、小学校の教師
との意見交換や合同の研究の機会を設けたりするなど、連携を通
じた質の向上を図っていない。

・乳幼児の教育及び保育の成果が小学校につながるようにしてい
ない。

Ｂ

Ｂ

11  指導要録を作成し、小学校へ送付しているか。 ・指導要録を作成して、小学校に送付していない。 Ａ 指導要録を小学校に送付して
いませんでした。

(ア）園長は、指導要録（就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（以下「令」と
いう。）第八条に規定する園児の学習及び健康の状況を記録
した書類の原本をいう。以下この条において同じ）を作成し
なければならない。

(イ）園長は、園児が進学した場合においては、その作成に係
る当該園児の指導要録の抄本又は写しを作成しこれを進学先
の校長に送付していること。

就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法
律施行規則第３０条

・在籍するすべての園児について、指導要録を作成していない。

・在籍する一部の園児について、指導要録を作成していない。

・園長は、園児が進学した場合、園児の指導要録の抄本又は写し
を作成し、進学先の校長に送付していない。

Ａ

Ｂ

Ｂ

指導要録を作成していません
でした。
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カ 家庭及び地域社会との連携

12 　幼保連携型認定こども園における生活が家庭や地域社会と
の連続性を保ちつつ展開されるようにしているか。

(ア）園児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第
に広がりを持つものであることに留意し、家庭との連携を十
分に図るなど幼保連携型認定こども園における生活が家庭や
地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。そ
の際、地域の自然、人材、行事や公共施設などの地域の資源
を積極的に活用し園児が豊かな生活体験を得られるように工
夫すること。

(イ）家庭との連携に当たっては、保護者との活動の機会を設
けたり、保護者と園児との活動の機会を設けたりなどするこ
とを通じて、保護者の乳幼児期の教育及び保育に関する理解
が深まるように配慮すること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第３章第２－１１

・家庭や地域社会との連続性を保ちつつ展開されるよう生活の配
慮をしていない。

・保護者の乳幼児期の教育及び保育に関する理解が深まるように
配慮をしていない。

Ｂ

Ｂ

３　子どもの健康支援

（１）健康状態や発育及び発達の状態の把握

 ア  発育及び発達状態の把握

13   健康状態や発育及び発達の状態について定期的、継続的
に、また、必要に応じて随時把握しているか。

・子どもの健康状態や発育及び発達の状態について定期的、継続
的にまた必要に応じて随時把握していない。

Ａ 児童の健康状態の観察等に留
意する点がありました。

　園児の心身の状態に応じた教育及び保育するために、園児
の健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的、継続
的に、また、必要に応じて随時把握していること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（ア）
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

イ 疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合の対応

14  何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合は、適
切な対応を図っているか。

(ア）保護者からの情報とともに、登園時及び在園時に園児の
状態を観察し、何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認めら
れた場合には、保護者に連絡するとともに、学校医と相談す
るなど適切な対応を図っていること。

(イ）在園時に体調不良や傷害が発生した場合には、その園児
の状態等に応じて、 保護者に連絡するとともに適宜、学校医
やかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行っていること。

(ウ）養護教諭や看護師等が配置されている場合には、その専
門性を生かした対応を図っていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（１）ア（イ）

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（１）ウ（ア）

・登園時の引継ぎを確実に行っていない。

・子どもの健康状態を観察していない。

・体調不良や障害が発生した場合に、保護者への連絡を行ってい
ない。

・専門性を生かした対応を図っていない。
（養護教諭や看護師等配置されている場合）

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

登園時の保護者との引継ぎ等
に不十分な点がありまし
た。
子どもの健康状態の観察に留
意する点がありました。

保護者への連絡が未実施でし
た。

ウ 虐待等への対応

15   不適切な養育の兆候が見られる場合や、虐待が疑われる児
童に対する対応を適切に行っているか。

(ア） 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村
や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討する
など適切な対応を図っていること。
　また虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相
談所に通告し、適切な対応を図っていること。

(イ)  児童福祉施設の職員は、児童虐待を発見しやすい立場
にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めているこ
と。

(エ） 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速や
かにこれを市町村、福祉事務所若しくは児童相談所に通告し
ていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（ウ）

児童虐待の防止等に関する法律第５
条、第６条

・虐待の疑いのある児童を発見したときに速やかに市町村、児童
相談所に通告していない。

・虐待の疑いのある児童の早期発見に努めていない。

Ａ

Ｂ

児童の支援について、改善が
必要な事例がありました。
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観点（基本的な考え方） 根拠法令等 評価の基準 評価 県ホームページ公表文例

幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

（２）健康増進

 ア 学校保健計画の作成

16   学校保健計画を作成し、園児一人一人の健康の保持及び増
進に努めているか。

・学校保健計画を作成していない。 Ａ 学校保健計画が未作成でし
た。

　認定こども園法第２７条において準用する学校保健安全法
（昭和３３年法律第５６条）第５条の学校保健計画を作成す
る際は、全ての職員がそのねらいや内容を明確にしながら、
園児一人一人の健康の保持及び増進に努めていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（１）イ（ア）

イ 健康診断

17  健康診断は入園時及び毎年度２回実施し、その結果を教育及
び保育に活用するとともに、保護者が日常生活に活用できる
ようにしているか。

・児童の入所時（年2回の定期、臨時）の健康診断を全く実施して
いない。（「入所時とは4月入所及び年度途中入所をいう」以下同
じ）

・児童の入所時の健康診断が未実施の事例があった。

Ａ

Ｂ

児童の入所時の健康診断が未
実施の事例がありました。

(ア）認定こども園法第 27条において準用する学校保健安全
法第 13条第１項の健康診断を行ったときは、認定こども園法
第27条において準用する学校保健安全法第14条の措置を行
い、教育及び保育に活用するとともに、保護者が園児の状態
を理解し、日常生活に活用できるようにしていること。

(イ）法第13条第1項の健康診断は、入園時及び毎年度２回行
う（そのうち１回は６月30日までに行うものとする。）事を
原則とする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によって
当該期日に健康診断を受けることのできなかった者に対して
は、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を行うもの
とする。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（１）イ (イ )

学校保健安全法１３条・１４条
学校保健安全法施行規則第５条、第
６条

学校保健安全法施行規則の読替表
【規則第27条関係】

・児童の定期の健康診断は年2回実施していない。（そのうち1回
は6月30日までに行うものとする）

・児童の定期健康診断に欠席した児童の対応が図られていない。

・児童の定期健康診断が未実施の事例があるので、改選してくだ
さい。

・健康診断の結果を教育及び保育に活用するとともに、保護者が
日常的に活用できるようにしていない。

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

児童の定期健康診断の回数に
不足がありました。

児童の定期健康診断について
欠席者の対応が不十分な事例
がありました。
児童の定期健康診断が未実施
の事例がありました。
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幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

ウ 感染症やその他の疾病の発生予防対策

18 　感染症やその他の疾病の予防対策を適切に行っているか。

　感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑い
がある場合には、必要に応じて学校医、市町村、保健所等に
連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡
し、協力を求めていること。
　また、感染症に関する幼保連携型認定こども園の対応方法
等について、あらかじめ関係機関の協力を得ていること。看
護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対
応を図っていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５ウ (イ)

学校保健安全法施行例読替表第18条
台19条20条21条

・感染症やその他の疾病の予防対策を適切に行っていない。

・感染症に関する対応方法が適切にされていない。

Ａ

Ａ

感染症や疾患等の対応に留意
すべき事例がありまし
た。

感染症の対応に留意すべき事
例がありました。

19  乳幼児突然死症候群の予防対策を適切に行っているか。

（ア）乳幼児突然死症候群の予防対策を適切に行っているこ
と。

（イ）SIDS（乳幼児突然死症候群）については、あおむけ寝
にすることが重要である、なお、睡眠時にチェック表を利用
して園児の様子を把握するなど、十分な配慮が必要である。

ＳＩＤＳ対策強化月間の実施につい
て
幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第２章第３－１（1）

・乳幼児突然死症候群の予防対策を適切に行っていない。

・うつ伏せに寝かせるなど睡眠時の対応に留意すべき点がある。

・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの健康状況を観察していな
い。

・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの健康状況の観察をしていな
い時間帯があるので、観察してください。

・乳幼児の睡眠中に顔色・呼吸などの健康状況の観察に一部不適
切な面がある。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

乳幼児の睡眠時の対応に留意
すべき事例がありまし
た。
乳幼児の睡眠時の対応に留意
すべき事例がありまし
た。
乳幼児の睡眠時の観察に留意
すべき点がありました。

乳幼児の睡眠時の観察に留意
すべき点がありました。

４　食育の推進

ア 食育の計画

20  食事の提供を含む食育の計画を作成し、教育及び保育の計画
に位置付けるとともに、その評価及び改善に努めているか。

・食育の計画を作成していない。 Ａ 食育に関する計画が未作成で
した。

　乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行
われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、教育及
び保育の計画に位置づけるとともに、その評価及び改善に努
めていること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５ (３ )イ

・食育の計画を作成し、教育及び保育の計画に位置付けるととも
に、その評価及び改善に努めていない。

Ｃ
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幼保連携型認定こども園　指導基準（施設編　Ⅰ施設運営　Ⅱ就業規則等の整備及び運用　Ⅲ職員処遇、Ⅵ利用者関係）

イ 配慮を要する園児への対応

21  体調不良、食物アレルギー、障害のある園児等への対応を適
切に行っているか。

　体調不良、食物アレルギー、障害のある園児など、一人一
人の心身の状態等に応じ、学校医、かかりつけ医等の指示や
協力の下に適切に対応すること。栄養教諭や栄養士等が配置
されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３－５（３）エ

・体調不良、食物アレルギー、障害のある園児等への対応を適切
に行っていない。（2・3号子どもに対する食事の提供義務）

・栄養教諭や栄養士等が配置されている場合は、専門性を生かし
た対応を図っていない。

Ａ

Ｂ

児童に合わせた食事の提供に
配慮が必要な点がありまし
た。

５　適切な給食の提供

22 　給食の提供を、適切に行っているか。

(１）保育を必要とする子どもに該当する園児に食事を提供す
るときは、当該施設内で調理する方法（第13条の規定によ
り、当該幼保連携型認定こども園の調理室と兼用している他
の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含
む。）より行わなければならない。

（２）食事の提供に当たっては、できる限り変化に富み、保
育を必要とする子どもに該当する園児の健全な発育に必要な
栄養量を含有するものであること。

（３）食品の種類及び調理方法について、栄養並びに保育を
必要とする子どもに該当する園児の身体的状況及び嗜好を考
慮したものであること。

条例第22条

府子本第448号、27文科初第1183
号、雇児発0118第３号、平成28年１
月18日、「幼保連携型認定こども園
における食事の外部搬入等 につい
て」（以下、「食事通知」とい
う。）

・施設内で調理しているか。（外部搬入が認められる場合もあ
る）

・子どもの栄養状態等に応じた給与栄養量が確保できるように献
立作成をおこなっていない。

・給与栄養量を算出していない。

・乳幼児や幼児にあわせた食事の提供に十分配慮していない。

・食育の推進に努めていない。

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

施設内で調理されていません
でした。

給与栄養量が確保されていま
せんでした。

給与栄養量を算出していませ
んでした。
児童に合わせた食事の提供に
配慮が必要な点がありまし
た。

（４）調理はあらかじめ作成された献立に従って行っている
こと。

（５）児童の健康な生活の基本としての食育の推進に努めな
ければならない。

（６）施設や保健所、市等の栄養士から献立等について、栄
養面での指導を受けられるような体制にある。

・献立をあらかじめ作成していない。

・献立に一部不適切な面がみられる。

・栄養士の指導が受けられるような体制を確立していない。

・栄養士の指導が受けられるような体制に一部不適切な面がみら
れる。

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

献立をあらかじめ作成してい
ない事例がありました。

栄養管理体制について、不十
分な点がありました。

（７）食中毒の原因究明のため、社会福祉施設における保存
食は２週間以上保存する必要がある。（原材料及び調理済食
品を５０ｇづつ清潔な容器等（ビニール袋等）に密封して入
れ、－２０度Ｃ以下で保存）
　なお、原材料は洗浄、消毒などは行わず、購入した状態で
保存すること。

食事通知Ⅰ-1-(5)-③ ・給食原材料（又は、及び調理済み食品）を確実に保存してな
い。

状況によって→Ｂ　又は現地指導

Ａ

Ｂ

給食原材料（及び調理済食
品）の保存に不十分な点があ
りました。
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６　調理業務の委託

23  調理業務を委託する場合は、施設内の調理室を使用して調理
させているか。

・施設内の調理室で調理していない。（条例附則第６項を除く） Ａ 調理室で調理されていません
でした。

　施設内の調理室を使用していること。したがって、施設外
で調理し搬入する方法は認められないものであること。
(条例附則第６項の幼保連携型認定こども園の設置に係る特例
による場合を除く。）

児発第８６号通知　２
幼保連携型認定こども園の設置認可
に係る審査基準第３条

食事通知

24  施設や保健所、市等の栄養士から献立等について、栄養面で
の指導を受けられるような体制にあるか。

・栄養士の指導が受けられるような体制になっていない。 Ａ 栄養管理体制について、不十
分な点がありました。

　施設や保健所、市町村等の栄養士から献立等について栄養
面での指導を受けられるような体制にある等、栄養士による
必要な配慮を行っていること。こうした体制がとられていな
い施設にあっては、調理業務の委託を行うことはできないも
のであること。

児発第８６号通知　３
幼保連携型認定こども園の設置認可
に係る審査基準第３条

食事通知

・栄養士の指導が受けられるような体制に一部不適切な面がみら
れる。

Ｂ
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25  施設が行う業務を実施しているか。

（１）受託事業者に対して、施設における給食の重要性を認
識させること。

（２）入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に
明示するとともに、献立表が当該基準どおり作成されている
か事前に確認すること。

（３）献立表に示された食事内容の調理等について、必要な
事項を現場作業責任者に指示を与えること。

（４）毎回、検食を行うこと。

幼保連携型認定こども園における食
事の外部搬入等について（府子本第
448号）

食事通知

・受託事業者に対して、施設における給食の重要性を認識させて
いない。

・入所児童の栄養基準及び献立の作成基準を受託業者に明示する
とともに、献立表が当該基準どおり作成されているか事前に確認
しているか。

・献立表に示された食事内容の調理等について、必要な事項を現
場作業責任者に指示を与えているか。

・調理職員の検便が全く実施されていない。

・検便項目が不十分である。

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ｂ

受託事業者に対して、施設に
おける給食の重要性を認識さ
せていない。

調理従業員の検便が未実施で
した。

（５）受託業者が実施した給食業務従事者の健康診断及び検
便の実施状況並びに結果を確認すること。

（６）調理業務の衛生的取扱い、購入材料その他契約の履行
状況を確認すること。

（７）随時、児童の嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行
うとともに、栄養基準を満たしていることを確認すること。

（８）適正な発育や健康の保持増進の観点から、入所児童及
び保護者に対する栄養指導を積極的に進めるよう努めている
こと。

・健康診断及び検便の実施状況並びに結果を確認していない。

・調理業務の衛生的取り扱い、購入材料その他契約の履行状況を
確認していない。

・嗜好調査の実施及び喫食状況の把握を行なうとともに栄養基準
を満たしていることを確認していない。

・適正な発育や健康の保持増進の観点から、入所児童及び保護者
に対する栄養指導を積極的に進めるように努めていない。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｃ
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26 　受託業者は要件を満たしているか。

　受託業者は次に掲げる事項のすべてを満たしていること。

（１）施設における給食の趣旨を十分認識し、適正な給食材
料を使用するとともに所要の栄養量が確保される調理を行う
ものであること。

（２）調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業
務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すると認められ
るものであること。

（３）受託業務に関し、専門的な立場から必要な指導を行う
栄養士が確保されているものであること。

（４）調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相
当の経験を有するものであること。

児発第８６号通知　５
幼保連携型認定こども園の設置認可
に係る審査基準第３条

食事通知

○調理業務を委託する場合は、次に掲げる事項のすべてを満たし
ているか。
・施設における給食の趣旨を十分認識し、適正な給食材料を使用
するとともに所要の栄養量が確保される調理を行う。
・調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業務を継続
的かつ安定的に遂行できる能力を有すると認められる。
・受託業務に関し、専門的な立場から必要な指導を行う栄養士が
確保されている。
・調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相当の経験
を有する。
・調理業務従事者に対して、定期的に、衛生面及び技術面の教育
又は訓練を実施する。
・調理業務従事者に対して、定期的に、健康診断及び検便を実施
する。
・不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わない。

Ｂ

（５）調理業務従事者に対して、定期的に、衛生面及び技術
面の教育又は訓練を実施するものであること。

（６）調理業務従事者に対して、定期的に、健康診断及び検
便を実施するものであること。

（７）不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わな
いものであること。
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27 　契約内容は要件を満たしているか。

 契約内容、施設と受託業者との業務分担及び経費負担を明確
にした契約書を取り交していること。なお、その契約書に
は、監査事項 27の監査内容（１）、（４）、（５）及び
（６）に係る事項並びに次に掲げる事項が明確になっている
こと。

（１）受託業者に対して、施設側から必要な資料の提出を求
めることができること。

（２）受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと
施設が認めたとき、その他受託業者が適正な給食を確保する
上で支障となる行為を行ったときは、契約期間中であっても
施設側において契約を解除できること。

（３）受託業者の労働争議その他の事情により、受託業務の
遂行が困難となった場合の業務の代行保証に関すること。

（４）受託業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発
生した場合及び契約に定める義務を履行しないため施設に損
害を与えた場合は、受託業者は施設に対し損害賠償を行うこ
と。

児発第８６号通知　６
幼保連携型認定こども園の設置認可
に係る審査基準第３条

食事通知

・契約内容、施設と受託業者との業務分担及び経費負担を明確に
した契約者を取り交わしていない。

・受託業者に対して、施設側から必要な資料の提供を求めていな
い。

・受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと施設が認
めたとき、その他受託業者が適正な給食を確保する上で支障とな
る行為を行ったときに、契約期間中であっても施設側において契
約を解除していない。

・受託業務の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困
難となった場合の業務の代行保証をしていない。

・受託業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場
合及び契約に定める業務を履行しないため施設に損害を与えた場
合に、受託業者は施設に対して損害賠償を行っていない。

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

施設と受託業者との契約書を
取り交わしていない。
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７　保護者に対する支援

(1)入園している子どもの保護者に対する支援

28  入園している子どもの保護者への支援を様々な機会を活用し
て行うよう努めているか。

（1）幼保連携型認定こども園の園児の保護者に対する支援
は、子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合
や行事など日常の教育及び保育に関連した様々な機会を活用
して行うこと。

（2）保護者に対し、幼保連携型認定こども園における園児の
様子や日々の教育及び保育の意図などを説明し、保護者との
相互理解を図るよう努めること。

（3）保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、病児保
育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に
配慮するとともに、園児の福祉が尊重されるよう努めるこ
と。

（4）園児に障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村
や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別
の支援を行うよう努めること。

（5）保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望
に応じて個別の支援を行うよう努めること。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３ー６

・園児の保護者に対する支援を、様々な機会を活用して行ってい
ない。

・保護者に対し、園児の様子や日々の教育及び保育の意図などを
説明し、保護者との相互理解を図るよう努めてください。

・保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、病児保育事業
など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮すると
ともに、園児の福祉が尊重されるように努めていない。

・園児に障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係
機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行
うように努めていない。

・保護者に育児不安が見られる場合には、保護者の希望に応じて
個別の支援を行うよう努めていない。

Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

（２）　地域における子育て支援

29 　地域における子育て家庭の保護者に対する支援に努めてい
るか。

・地域における子育て家庭の保護者に対する支援に努めていな
い。

Ｃ

(ア）幼保連携型認定こども園は、認定子ど も園法第２条第
１２項に規定する子育て支援事業を実施する際には、当該幼
保連携型認定こども園が持つ地域性や専門性などを十分に考
慮して当地域において必要と認められるものを適切に実施し
ていること。

(イ）地域の関係機関等との積極的な連携及び協力を図るとと
もに、子育ての支援に関する地域の人材の積極的な活用を図
るよう努めること。また、地域の要保護児童への対応など、
地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対策地域協議
会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努めるこ
と。

幼保連携型認定こども園教育・保育
要領第１章第３ ６(２)

・子育て支援事業を実施する際には、地域性や専門性など十分に
考慮して当地域において必要と認められるものを適切に実施して
いない。

・地域の関係機関等との積極的な連携及び協力を図るとともに、
子育ての支援に関する地域の人材の積極的な活用を図るよう努め
ること、また、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対
策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努
めていない。

Ｂ

Ｃ
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８　園児を平等に取り扱う原則

30 　幼保連携型認定こども園においては、差別的な対応をして
いないか。

・児童に対して差別的な対応をしている事例がある。 Ａ 児童の支援について、改善が
必要な事例がありました。

　幼保連携型認定こども園においては、園児の国籍、信条、
社会的身分又は入園に要する費用を負担するか否かによっ
て、差別的取扱いをしてはならないこと。

神奈川県児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準を定める条例１9条

・園児の国籍、信条、社会的身分又は入園に要する費用を負担を
するか否かによって、差別的な対応をしている。

Ａ 児童の支援について、改善が
必要な事例がありました。

９　運営の状況に関する評価

31 　幼保連携型認定こども園の設置者は、教育及び保育並びに
子育て支援事業の状況その他の運営の状況について評価を行
い、運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めてい
るか。

・教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他の運営の状況
について評価を行い、運営の改善を図るため必要な措置を講ずる
よう努めていない。

Ｂ

(ア)　幼保連携型認定こども園の設置者は教育及び保育並び
に子育て支援事業の状況その他の運営の状況について自ら評
価を行い、その結果を公表するものとすること。評価を行う
に当たっては幼保連携型認定こども園の設置者は、その実情
に応じ、適切な項目を設定して行うものとすること。

(イ)　設置者は、 (ア )の評価の結果を踏まえた園児の保護
者やその他の施設の関係者（当該幼保連携型認定こども園の
職員を除く。）による評価を行い、その結果を公表するよう
努めていること。

(ウ)　設置者は、教育及び保育等の状況その他について定期
的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表するよう
努めていること。

就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法
律第23条
　
就学前の子どもに関する教育、保育
等の総合的な提供の推進に関する法
律施行規則第 23条、 24条、 25条

・設置者は、教育及び保育並びに子育て支援事業の状況その他の
運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表していな
い。

・園児の保護者やその他の施設の関係者による評価を行いその結
果を公表するよう努めていない。

・定期的に外部の者による評価を受けてその結果を公表するよう
努めていない。
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